
民事調停手続の利用 

民事調停は最も身近な裁判手続 

 取引先や顧客との間でトラブルが生じた

とき、まずは話し合いで穏便かつ早期に解

決することが最良の方法です。もっとも、

当事者のみの話し合いでは、話が前進しな

いこともあるでしょう。当事者間では、つ

い感情的になったり、客観的な視点を持て

ずに適切な解決内容を見失ってしまったり

することがあるためです。 

そのようなとき、信頼に足る第三者が入

って話し合いを進める制度の一つとして、

身近に利用できる「民事調停」という裁判

所の手続があります。 

裁判所の手続といっても、訴訟のように

当事者が主張や証拠を出し合って裁判所が

最終的な判決を下す、というものではあり

ません。裁判官１名と調停委員２名が当事

者の間に入り、事案に応じた円滑な解決を

目指して話し合いを進める柔軟な手続です。 

実際の申立方法や審理の内容 

 民事調停の申立てを行うには、申立書を

作成して簡易裁判所に提出します。申立書

の内容も複雑なものではありません。現在、

裁判所のホームページに申立書の書式が掲

載されていますので、これに記入する形で

簡単に申立書が作れます。 

申立費用も訴訟に比べて安価ですし、法

廷で公開されるものではありませんので、

第三者に知られたくない情報も安心して話

すことができます。また、裁判と言えば弁

護士を思い浮かべるかもしれませんが、話

し合いによる解決制度ですので、弁護士に

依頼せず本人のみでの対応が十分可能です。   

調停委員会の許可を得れば、従業員でも

代理人になることができるため、代表取締

役本人が出席しなくても良いというのも民

事調停のメリットです。 

調停成立の効果 

 話し合いがまとまり、合意に達した場合

には、合意内容を記載した調停調書という

書面が作成されます。調停調書は確定判決

と同様の効果が得られますので、相手方が

調停調書に記載された債務を履行しなかっ

た場合には、強制執行が可能となります。 

他方で、民事調停が不成立となった場合

にも、大きなデメリットはありません。そ

の場合には、話し合いによる解決は諦め、

訴訟をするか否かを検討すればよいのです。 
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